
 

４ 

 

道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる 

協議が調っていることの証明書 

 

平成27年２月18日付，平成26年度第３回国分寺市地域公共交通会議におい

て，下記路線の休止に関し，協議が調ったことを証明する。 
 

記 
 
１. 協議が調っている路線 

 1)名称 

国分寺市地域バス「ぶんバス」北町ルート（試験運行） 

（国分寺市役所～北町パンダ公園～国分寺市役所） 

2)路線の区間 

起点  国分寺市戸倉一丁目６番地１ 

経由地 国分寺市北町三丁目２番地13 

       国分寺市北町四丁目20番地13 

終点  国分寺市戸倉一丁目６番地１ 

なお，詳細については別紙参照 

3)路線の距離 

７.２ｋｍ 

4)運行時間 

 平日，休日共通，９時台～17時台の毎時10分発，１日９往復 

5)運行車両 

 全長5.08ｍ，全幅1.69ｍ，全高2.28ｍ 

 

２. 協議が調っている運行系統 

 1)名称 

国分寺市地域バス「ぶんバス」 北町ルート 

（国分寺市役所～北町地域センター～北町パンダ公園～国分寺市役所） 

 

３．協議が調っている運賃（料金）の種類，額及び適用方法 

100円均一（１乗車あたり），大人・小人同額，前払い 

 

４．休止する期間又は区間その他の条件を付す場合には，その条件 

1) 平成27年３月23日から平成27年７月上旬まで 

 

 

平成27年２月 日 

国分寺市地域公共交通会議 

会 長  青  木   亮 

資料２ 


